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西澤議員から昨年11月 20日付
けで北川豊昭町長あてに提出し
ていた「当面する町政運営と町民
の緊急要望にかかわる要請書」に
対する回答が12月 24日に寄せら
れました。なお、12月議会で取り
上げた項目と「Ⅲ、町政運営」の
部分は今回省略します。 
 
 
Ⅰ、ふるさと交流村計画について 
１、山﨑前町長が発表した「ふる
さと交流村計画」（コンビニ、
直売所、レストラン、シャワー
室、緑のカフェ、広場など）を
いったん白紙に戻すことが出
発点になると考えます。 

答：ふるさと交流村計画は直売所
の建設を行う。 

２、北川町長の公約である「内
容・規模を見直し」について、
「何をどのように見直すか」と
の方針を策定するにあたって、
住民意向調査を実施すること
が一番ふさわしいと考えます。 

答：住民意識調査は行わないが、
生産者、消費者が直売所に何を
求めているか等のアンケート
を行う。 

３、直売所充実の必要性を明確に
した上で、設置場所・規模・生
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産体制・経営責任の範囲など町民
合意が得られる内容とすること。 

答：ご指摘のとおりと考える。 
４、「ふるさと交流村計画運営推進
員」制度は見直し、「離職を余儀な
くされた者」という緊急雇用対策
の趣旨に沿って甲良町民の雇用拡
大を重視すること。 

答：見直しの考えで検討している。 
５、ふるさと交流村計画運営協議会
の議題を、「見直し方針」に沿って
整理し、再構築すること。そして、
同協議会の協議結果を毎回町民に
公表すること。 

答：見直しの考えで検討している。 
（12 月議会答弁は「一旦解消」と） 
６、金屋の用地の本造成だけは着工
するとの話が出ていますが、これ
は容認できません。「見直し」の内
容も定まっていない時期に｢従来
路線の延長｣という既成事実とな
りかねず、町民の期待に背くこと
にもなりかねません。また、方針
が定まらない事業へのムダな支出
になる懸念が指摘されます。今後
明らかになるであろう｢見直し方
針｣が確定するまで「ふるさと交流
村計画」にかかわる税金の投入は
行わないこと。 

答：用地取得したことから造成工事
は一旦完了する。必要な事業は行
うがコスト縮減と補助金活用を見
据え検討している。 

７、「見直し」にかかわる作業スケジ
ュ－ルと内容を町民に公表するこ
と。 

答：平成２２年度当初予算計画にあ
わせスケジュールを検討してい
る。 

Ⅱ、町民のくらしと営業をまもる 
緊急要望 

２、健康と命を大切にする立場から
国民健康保険の資格証は原則発
行しない立場とし、本人・家族の
病気治療時には短期保険証の対
応とすること。 

答：資格証の発行については、自主
納付を促すためと生活相談等の
機会を持つことを目的に実施し
ている。税の公平負担から分割誓
約を促し、短期保険証の発行につ
いては、家族の生活状況等を勘案
し対応する。 

５、生活保護相談を気軽に出来るよ
うに充実すること。 

答：受付窓口は保健福祉課で、随時
相談の受付をしている。現状とし
て休日、夜間でも必要に応じて対
応している。 

６、町営住宅建て替え計画（公営住
宅ストック計画）の再開を 
①再開に向けての作業順序を明
らかにすること。 
答：公営住宅ストック計画は、現
在凍結している。 

②老朽化した住宅の取り壊しに
着手するまでの期間限定を条
件にした入居を認め、緊急に公
募すること。 

③建て替え計画が定まらない場
合でも入居期限を設けての入

居募集を行
うこと。 

答：（①②とも）
現在のところ
入居募集の計
画はない。 

 


